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【資料２－２－１】 原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書 

（敦賀発電所） 

 

 福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と日本原子力発電株式会社（以下「乙」という。）

とは、乙の敦賀発電所（以下「発電所」という。）の設置、保守運営および廃止措置に伴う周

辺環境および発電所従事者の安全確保等について、次のとおり協定する。 

 

 （「甲」の解釈と運用） 

第１条 甲である福井県および敦賀市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるもの

とする。 

（関係諸法令等の遵守等） 

第２条 乙は、発電所の建設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境および発電所

従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。 

２ 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければな

らない。 

（１）安全管理体制の強化および品質保証活動（作業管理等を含む。）の展開 

（２）新技術の開発および導入ならびに施設の改善 

（３）教育訓練の充実 

（４）高経年化対策の充実および強化 

（５）請負事業者およびメーカその他の関連事業者との技術情報の共有 

（６）発電所従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放

出低減 

（７）原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実 

（８）環境保全対策 

（計画に対する事前了解） 

第３条 乙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画に

ついて、事前に甲の了解を得なければならない。 

２ 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければなら

ない。 

(廃止措置計画の事前連絡) 

第３条の２ 乙は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置

に関する計画について、事前に連絡しなければならない。 

（請負事業者の指導監督等） 

第４条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、

請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制

の構築を図らなければならない。 

（輸送計画の事前連絡） 

第５条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に

連絡しなければならない。 

 



第２章 原子力災害事前対策 資料２－２－１ 原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書(敦賀発電所) 

 

 

- 2 - 

（平常時における連絡） 

第６条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡

しなければならない。 

（１）発電所建設工事の進捗状況 

（２）発電所の保守運営（試験運転を含む。）の状況 

（３）環境放射能測定調査の状況 

（４）冷却排水調査の状況 

（５）原子炉施設の廃止措置の状況 

（異常時における連絡） 

第７条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなけ

ればならない。 

（１）非常事態が発生したとき。 

（２）非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 

（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したと

き。 

（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動した

とき。 

（５）発電所に故障が発生したとき。 

（６）発電所敷地内において火災が発生したとき。 

（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。 

（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 

（10）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 

（11）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 

（12）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

（13）その他国に報告する事項 

（立入調査等） 

第８条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認め

るときは、乙に対して発電所の保守運営および廃止措置に関し報告を求め、または発電所に

立入調査することができる。 

２ 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従

うものとする。 

（立入調査の同行） 

第９条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営および廃止措置

に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影

響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるもの

とする。 

２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 
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（適切な措置） 

第１０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原

子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措

置を講ずることを求めることができる。 

（１）第８条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保

するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

（２）事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊

急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

（３）他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事

者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると

認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速や

かにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならな

い。 

（運転再開の協議） 

第１１条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転再開について、事前に

甲と協議しなければならない。 

（１）第１０条第１項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。 

（２）原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置した

とき。 

（損害の補償） 

第１２条 乙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合は、

直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって

補償しなければならない。 

（原子力防災対策） 

第１３条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、

的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 

（公衆への広報） 

第１４条 乙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場

合は、甲に対して連絡しなければならない。 

（連絡の方法） 

第１５条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 

（１）第３条、第３条の２、第５条および第６条に掲げる事項については、文書をもって連絡

するものとする。ただし、第６条第３号に掲げる事項については、｢福井県環境放射能測定

技術会議｣が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

（２）第７条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するも

のとする。 

（３）その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 

（連絡の発受信者） 

第１６条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 
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（協定書の改定） 

第１７条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか

らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠

意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

 

（覚書） 

第１８条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定め

るものとする。 

（疑義または定めのない事項） 

第１９条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな

い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

昭和４６年８月 ３日 

昭和４７年１月２４日 改定 

昭和５１年６月 ７日 改定 

昭和５６年７月３０日 改定 

平成 ４年５月２８日 改定 

平成１７年５月１６日 改定 

平成２８年２月１０日 改定 
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【資料２－２－２】原子力発電所周辺環境の安全確保等に関する協定書 

(ふげん) 

 

 福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

（以下「乙」という。）とは、乙の新型転換炉原型炉ふげん（以下「ふげん」という。）の設置、

保守運営および廃止措置に伴う周辺環境およびふげん従事者の安全確保等について、次のとお

り協定する。 

 

（「甲」の解釈と運用） 

第１条 甲である福井県および敦賀市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるもの

とする。 

（関係諸法令等の遵守等） 

第２条 乙は、ふげんの建設、保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境およびふげん

従事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。 

２ 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければな

らない。 

（１）安全管理体制の強化および品質保証活動（作業管理等を含む。）の展開 

（２）新技術の開発および導入ならびに施設の改善 

（３）教育訓練の充実 

（４）高経年化対策の充実および強化 

（５）請負事業者およびメーカその他の関連事業者との技術情報の共有 

（６）ふげん従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の放

出低減 

（７）原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実 

（８）環境保全対策 

（新増設計画等に対する事前了解） 

第３条 乙は、ふげんの新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画に

ついて、事前に甲の了解を得なければならない。 

２ 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければなら

ない。 

（廃止措置計画の事前連絡） 

第３条の２ 乙は、ふげんの廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に関

する計画について、事前に連絡しなければならない。 

（請負事業者の指導監督等） 

第４条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、

請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制

の構築を図らなければならない。 

（輸送計画の事前連絡） 

第５条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に

連絡しなければならない。 
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（平常時における連絡） 

第６条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡

しなければならない。 

（１）ふげん建設工事の進捗状況 

（２）ふげんの保守運営（試験運転を含む。）の状況 

（３）環境放射能測定調査の状況 

（４）冷却排水調査の状況 

（５）ふげんの廃止措置の状況 

（異常時における連絡） 

第７条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなけ

ればならない。 

（１）非常事態が発生したとき。 

（２）非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 

（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したと

き。 

（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動した

とき。 

（５）ふげんに故障が発生したとき。 

（６）ふげん敷地内において火災が発生したとき。 

（７）放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。 

（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 

（10）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 

（11）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 

（12）ふげんの周辺環境に異常が発生したとき。 

（13）その他国に報告する事項 

（立入調査等） 

第８条 甲は、ふげんの周辺環境またはふげん従事者の安全を確保するため必要があると認め

るときは、乙に対してふげんの保守運営および廃止措置に関し報告を求め、またはふげんに

立入調査することができる。 

２ 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従

うものとする。 

（立入調査の同行） 

第９条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、ふげんの保守運営および廃止措置

に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影

響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるもの

とする。 

２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 

（適切な措置） 

第１０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原

子炉の運転停止を含む原子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措
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置を講ずることを求めることができる。 

（１）第８条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境またはふげん従事者の安全を確保

するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

（２）事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊

急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

（３）他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、ふげんの周辺環境またはふげん従事

者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると

認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速や

かにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならな

い。 

（運転再開の協議） 

第１１条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、原子炉の運転再開について、事前に

甲と協議しなければならない。 

（１）第１０条第１項の規定により、甲の求めに応じて原子炉の運転を停止したとき。 

（２）原子炉の運転を停止した事故において、国が事故調査のため特別に委員会等を設置した

とき。 

（損害の補償） 

第１２条 乙は、ふげんの保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合は、

直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって

補償しなければならない。 

（原子力防災対策） 

第１３条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、

的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 

（公衆への広報） 

第１４条 乙は、公衆に対して、ふげんに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う場

合は、甲に対して連絡しなければならない。 

（連絡の方法） 

第１５条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 

（１）第３条、第３条の２、第５条および第６条に掲げる事項については、文書をもって連絡

するものとする。ただし、第６条第３号に掲げる事項については、｢福井県環境放射能測定

技術会議｣が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

（２）第７条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するも

のとする。 

（３）その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 

（連絡の発受信者） 

第１６条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 

（協定書の改定） 

第１７条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか

らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠

意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 
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（覚書） 

第１８条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定め

るものとする。 

（疑義または定めのない事項） 

第１９条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな

い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

昭和４６年 ８月 ３日 

昭和４７年 １月２４日 改定 

昭和５１年 ６月 ７日 改定 

昭和５６年 ７月３０日 改定 

平成 ４年 ５月２８日 改定 

平成１７年 ５月１６日 改定 

平成１８年１０月３１日 改定 
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【資料２－２－３】 高速増殖原型炉もんじゅ周辺環境の安全確保等に関する 

協定書 

 

 福井県および敦賀市（以下「甲」という。）と国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

（以下「乙」という。）とは、乙の高速増殖原型炉もんじゅ（以下「もんじゅ」という。）の保

守運営および廃止措置に伴う周辺環境およびもんじゅ従事者の安全確保等について、次のとお

り協定する。 

 

 （「甲」の解釈と運用） 

第１条 甲である福井県および敦賀市は、協議の上、一体となって本協定の運用にあたるもの

とする。 

（関係諸法令等の遵守等） 

第２条 乙は、もんじゅの保守運営および廃止措置に当たっては、周辺環境およびもんじゅ従

事者の安全確保等のため、万全の措置を講じなければならない。 

２ 乙は、関係諸法令等を遵守するとともに、この協定を誠実に履行しなければならない。 

３ 乙は、第１項の規定の実施に当たっては、次に掲げる事項に積極的に取り組まなければな

らない。 

（１）安全管理体制の強化および品質保証活動（作業管理等を含む。）の展開 

（２）新技術の開発および導入ならびに施設の改善 

（３）教育訓練の充実 

（４）請負事業者およびメーカその他の関連事業者との技術情報の共有 

（５）もんじゅ従事者の労働安全対策、放射線業務従事者の被ばく低減および放射性廃棄物の

放出低減 

（６）原子力防災対策、核物質防護対策および有事対策の充実 

（７）環境保全対策 

（計画に対する事前了解） 

第３条 乙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲の了解を得なければ

ならない。 

（廃止措置計画の事前連絡） 

第３条の２ 乙は、もんじゅの廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置に

関する計画について、事前に連絡しなければならない。 

（請負事業者の指導監督等） 

第４条 乙は、請負事業者が行う教育訓練、放射線管理、品質保証活動、作業管理等について、

請負事業者に対する指導および監督の徹底を図るとともに、請負事業者との的確な協力体制

の構築を図らなければならない。 

（輸送計画の事前連絡） 

第５条 乙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等の輸送計画について、事前に

連絡しなければならない。 

（平常時における連絡） 

第６条 乙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡

しなければならない。 
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（１）もんじゅの保守運営の状況 

（２）環境放射能測定調査の状況 

（３）冷却排水調査の状況 

（４）もんじゅの廃止措置の状況 

（異常時における連絡） 

第７条 乙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡しなけ

ればならない。 

（１）非常事態が発生したとき。 

（２）工学的安全施設が動作したとき。 

（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏洩したと

き。 

（４）もんじゅに故障が発生したとき。 

（５）ナトリウムを保有する系統設備からナトリウムが漏洩したとき。 

（６）もんじゅ敷地内において火災が発生したとき。 

（７）放射性物質またはナトリウムの輸送中に事故が発生したとき。 

（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。 

（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても特別の措置を行ったとき。 

（10）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 

（11）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 

（12）もんじゅの周辺環境に異常が発生したとき。 

（13）その他国に報告する事項。 

（立入調査等） 

第８条 甲は、もんじゅの周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を確保するため必要があると

認めるときは、乙に対してもんじゅの保守運営および廃止措置に関し報告を求め、またはも

んじゅに立入調査することができる。 

２ 乙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、乙の保安関係の規程に従

うものとする。 

（立入調査の同行） 

第９条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、もんじゅの保守運営および廃止措

置に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい

影響を及ぼすおそれがあるときは、甲が認めた地域住民の代表者を同行することができるも

のとする。 

２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 

（適切な措置） 

第１０条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、国を通じ、または直接乙に対し、原

子炉施設等の使用制限、施設および運用方法の改善その他適切な措置を講ずることを求める

ことができる。 

（１）第８条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境またはもんじゅ従事者の安全を確

保するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

（２）事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊

急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 
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（３）他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、もんじゅの周辺環境またはもんじゅ

従事者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があ

ると認められるとき。 

２ 乙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速や

かにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならな

い。 

（損害の補償） 

第１１条 乙は、もんじゅの保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合

は、直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をも

って補償しなければならない。 

（原子力防災対策） 

第１２条 乙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、

的確かつ迅速な連絡体制の整備および教育訓練を実施しなければならない。 

２ 乙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力しなければならない。 

（公衆への広報） 

第１３条 乙は、公衆に対して、もんじゅに関し特別の広報を行う場合または報道発表を行う

場合は、甲に対して連絡しなければならない。 

（連絡の方法） 

第１４条 乙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡しなければならない。 

（１）第３条、第３条の２、第５条および第６条に掲げる事項については、文書をもって連絡

するものとする。ただし、第６条第２号に掲げる事項については、｢福井県環境放射能測定

技術会議｣が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

（２）第７条および前条に掲げる事項については、速やかに連絡後、文書をもって連絡するも

のとする。 

（３）その他必要な事項については、甲および乙が協議して、別に定めるものとする。 

（連絡の発受信者） 

第１５条 甲および乙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 

（協定書の改定） 

第１６条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙いずれか

らでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲および乙は、誠

意をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

（覚書） 

第１７条 この協定の施行に必要な細目については、甲および乙が協議の上、別に覚書で定め

るものとする。 

（疑義または定めのない事項） 

第１８条 この協定書に定める事項について疑義が生じたとき、またはこの協定書に定めのな

い事項については、甲および乙が協議して定めるものとする。 

 

この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

平成 ４年５月２９日 

平成１７年５月１６日 改定 

平成２９年１２月５日 改定 
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【資料２－２－４】 美浜発電所に係る敦賀市域の安全確保等に関する協定書 

 

 敦賀市（以下｢甲｣という。）と美浜町（以下｢乙｣という。）ならびに関西電力株式会社（以下

「丙」という。）とは、甲、乙とも原子力発電所の立地市、町であり、かつ相互に隣接してい

ることに鑑み、甲および乙が、相互の発電所のより一層の安全に寄与するとの認識、合意のも

と、丙の美浜発電所（以下｢発電所｣という。）の建設、保守運営および廃止措置に伴う敦賀市

域および発電所従事者の安全確保等に必要な項目について、次の通り協定する。 

 

 （基本原則） 

第１条 この協定書は、福井県、乙および丙との間の「原子力発電所周辺環境の安全確保等に

関する協定書」の規定の範囲内で定めるものとする。 

（計画に対する事前説明） 

第２条 丙は、発電所の新増設に伴う土地の利用計画、冷却水の取排水計画および建設計画に

ついて、事前に甲に説明するものとする。 

２ 丙は、原子炉施設に重要な変更を行おうとするときは、事前に甲に説明するものとする。 

３ 前２項において、甲は、安全対策などに関する意見があるときは、丙に対して意見を述べ

ることができるものとする。 

（廃止措置計画の事前連絡） 

第２条の２ 丙は、原子炉施設の廃止措置を講じようとするときは、甲に対し、当該廃止措置

に関する計画について、事前に連絡しなければならない。 

（輸送計画の事前連絡） 

第３条 丙は、甲に対し、新燃料、使用済燃料、放射性廃棄物等を甲の区域を通過して輸送す

るときは、その輸送計画について、事前に連絡するものとする。 

（平常時における連絡） 

第４条 丙は、甲に対し、次に掲げる事項について、定期的にまたはその都度、遅滞なく連絡

するものとする。 

（１）発電所建設工事の進捗状況 

（２）発電所の保守運営（試験運転を含む。）の状況 

（３）環境放射能測定調査の状況 

（４）冷却排水調査の状況 

（５）原子炉施設の廃止措置の状況 

（異常時における連絡） 

第５条 丙は、甲に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに連絡するも

のとする。 

（１）非常事態が発生したとき。 

（２）非常用炉心冷却設備その他の工学的安全施設が動作したとき。 

（３）不測の事態により、放射性物質または放射性物質によって汚染されたものが漏えいした

とき。 

（４）計画外に原子炉もしくは発電を停止したとき、または不測の事態により出力が変動した

とき。 

（５）発電所に故障が発生したとき。 
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（６）発電所敷地内において火災が発生したとき。 

（７）甲の区域において、放射性物質の輸送中に事故が発生したとき。 

（８）放射線業務従事者またはその他の者の被ばくが法令に定める線量当量限度を超えたとき。 

（９）前号の線量当量限度以下の被ばくであっても、特別の措置を行ったとき。 

（10）原子炉施設等において人に障害が発生したとき。 

（11）放射性物質の盗取または所在不明が生じたとき。 

（12）発電所の周辺環境に異常が発生したとき。 

（13）その他国に報告する事項。 

（立入調査等） 

第６条 甲は、発電所の周辺環境または発電所従事者の安全を確保するため必要があると認め

るときは、乙と協議し合意の上、丙に対して発電所の保守運営および廃止措置に関し報告を求

め、または発電所に立入調査することができるものとする。 

２ 丙は、前項の立入調査等に協力しなければならない。 

３ 第１項の規定により立入調査をする者は、その安全確保のため、丙の保安関係の規程に従

うものとする。 

（立入調査の同行） 

第７条 甲は、前条第１項の立入調査を行う場合において、発電所の保守運営および廃止措置

に起因して、地域住民の健康および生活環境に著しい影響を及ぼしたとき、または著しい影

響を及ぼすおそれがあるときは、乙と協議し合意の上、甲が認めた地域住民の代表者を同行

することができるものとする。 

２ 前条第３項の規定は、前項に規定する者について準用する。 

（適切な措置） 

第８条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙と協議し合意の上、国を通じ、また

は直接丙に対し適切な措置を講ずることを求めることができるものとする。 

（１）第６条第１項の規定による立入調査の結果、周辺環境または発電所従事者の安全を確保

するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

（２）事故または有事により放射性物質の放出のおそれがある場合で、周辺環境への被害を緊

急に防止するため特別の措置を講ずる必要があると認められるとき。 

（３）他の原子力発電所で発生した事故の評価を踏まえ、発電所の周辺環境または発電所従事

者の安全確保に著しい影響を及ぼすおそれがあり、直ちに特別の措置を講ずる必要があると

認められるとき。 

２ 丙は、前項の規定により必要な措置を講ずることを求められたときは、誠意をもって速や

かにこれに応じるとともに、その措置等について、甲に対して、適時報告しなければならな

い。 

（損害の補償） 

第９条 丙は、発電所の保守運営および廃止措置に起因して地域住民に損害を与えた場合は、

直ちに損害の拡大を防止するための対策その他必要な措置を講ずるとともに、誠意をもって

補償しなければならない。 

（原子力防災対策） 

第１０条 丙は、原子力防災対策の充実および強化を図るとともに、その実効性を高めるため、

的確かつ迅速な連絡体制を整備するものとする。 

２ 丙は、甲が実施する地域防災対策に積極的に協力するものとする。 
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（公衆への広報） 

第１１条 甲および丙は、公衆に対して、発電所に関し特別の広報を行う場合または報道発表

を行う場合は、乙と事前に協議するものとする。 

（連絡の方法） 

第１２条 丙は、甲に対し、次の各号に定めるところにより連絡するものとする。 

（１）第２条、第２条の２、第３条および第４条に掲げる事項については、文書をもって連絡

するものとする。ただし、第４条第３号に掲げる事項については、｢福井県環境放射能測定

技術会議｣が作成した調査報告をもって、これにかえるものとする。 

（２）第５条および前条に掲げる事項については、速やかに口頭又は電話（ファクシミリを含

む。）で連絡後、文書をもって連絡するものとする。 

（３）その他必要な事項については、甲乙丙協議して、別に定めるものとする。 

（連絡の発受信者） 

第１３条 甲乙丙は、相互の連絡を円滑に行うため、発受信責任者を定めるものとする。 

（協定書の改定） 

第１４条 この協定書に定める事項について、改定すべき事由が生じたときは、甲乙丙いずれ

からでもその改定を申し出ることができるものとする。この場合において、甲乙丙は、誠意

をもってこの協定書の改定について協議するものとする。 

（疑義または定めのない事項） 

第１５条 この協定書に定める事項について、疑義が生じたとき、または定めのない事項につ

いては、甲乙丙協議して定めるものとする。 

 

この協定締結の証として、本書３通を作成し、記名押印の上、それぞれ各１通を保有する。 

平成 ４年 ５月２９日 

平成１８年 ３月 １日 改定 

平成２８年 ２月１０日 改定 
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【資料２－２－５】 原子力発電所等における警防活動に関する協定書 

 

（目的） 

第１条 この協定は、敦賀美方消防組合（以下「甲」という。）と日本原子力発電株式会社敦

賀事業本部敦賀発電所、関西電力株式会社美浜発電所、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構敦賀廃止措置実証部門新型転換炉原型炉ふげん、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構敦賀廃止措置実証部門高速増殖原型炉もんじゅ（以下４者を総称する場合は「乙」、

個別に各者を称する場合は「乙の各者」という。）の構内において、火災等が発生した場合

の対策について、甲乙相互に協力し、円滑な警防活動及び被害の軽減並びに消防部隊の隊員

（以下「隊員」という。）の放射線による被ばく（以下「被ばく」という。）及び放射性物質

による汚染（以下「汚染」という。）の防止を図ることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この協定における用語の意義は、次のとおりとする。 

（１）警防活動とは、火災、地震、風水害その他の災害又は甲による救助、救急が必要な事象

（以下「火災等」という。）が発生した場合に、これらによる被害を最小限に止めるための

活動及びこれに必要な事前の活動をいう。 

（２）消防部隊とは、甲における指揮隊、消防隊、救助隊及び救急隊をいう。 

（３）管理区域とは、乙の各者の構内において核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律（昭和３２年法律第１６６号）及び放射性同位元素等による放射線障害の防止に関

する法律（昭和３２年法律第１６７号）に基づき定められた区域をいう。 

（警防活動の範囲） 

第３条 この協定は、甲及び乙の各者が乙の各者の構内において行う次の警防活動を対象とする。  

（１）消火 

（２）救助 

（３）救急 

（４）その他の活動 

（通報事項） 

第４条 乙の各者は、その構内において火災等を発見した場合は、消防機関へ速やかに通報す

る。ただし、第１報において不明の事項については、判明次第、第２報以下において通報す

るものとする。 

２ 前項の通報が迅速・確実に行えるよう、通報に関する事項について甲乙協議し、原子力発

電所等における警防活動に関する協定運用細目（以下「運用細目」という。）に定めるもの

とする。 

（事業者による応急措置） 

第５条 乙の各者は、その構内において火災等が発生し、又はまさに発生しようとしていると

きは、その状況に応じて次に掲げる措置を講ずるものとする。 

（１）消火、延焼防止 

（２）負傷者の救出及び除染 

（３）汚染の拡大防止 

（４）避難誘導及び立ち入り禁止の措置 

（５）現場周辺の放射線量の測定 
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（６）その他放射線防護措置等災害の拡大防止に必要な措置 

（救急活動の原則） 

第６条 管理区域内で発生した傷病者の救急活動については、原則として乙の各者が管理区域

外まで搬送し、除染等必要な処置を施した後、甲の救急隊に引渡すものとする。 

２ 乙の各者は、甲の救急隊が管理区域内で発生した傷病者を搬送する場合、必要に応じて汚

染拡大防止措置を行うとともに放射線管理要員等を同乗させるものとする。 

（消防部隊への報告） 

第７条 乙の各者は、甲の先着最高指揮者に火災等の状況を報告するものとする。 

２ 前項の状況報告が速やかに行われるよう、報告事項について甲乙協議し、運用細目に定め

るものとする。 

（警防活動の相互協力） 

第８条 甲及び乙の各者は、相互に協力して警防活動を行うものとする。 

２ 乙の各者は、消防部隊の到着から常に誘導を行い、警防活動上の必要な助言を行うものと

する。 

（現場指揮本部への参加） 

第９条 乙の各者は、甲が現場指揮本部を設置した場合は、施設及び放射線管理に関する専門

的知識を有する者（以下「施設関係者」という。）を参加させ、警防活動について必要な助

言を行うものとする。 

（放射線防護対策） 

第１０条 隊員の管理区域への入退域については、放射線防護を第一として乙の各者の定める

方法により行うものとする。この場合において、乙の各者は、個人用被ばく線量測定器を提

供するものとする。 

２ 管理区域及びその周辺での警防活動においては、乙の各者の施設関係者が同行し、放射線

防護に関する助言を行うものとする。 

３ 警防活動中に隊員が、被ばく及び汚染したとき又はその疑いがあるときは、乙の各者の定

める方法をもって除染等の処置を行うものとする。 

（警防活動に必要な資機材） 

第１１条 消防部隊が警防活動を行うために使用する資機材は、原則、甲の常用資機材とする

が、特別に必要な資機材については、甲が整備し、乙が整備費用を負担するものとする。な

お、乙の各者は必要に応じて通信機器を提供するものとする。 

２ 前項の特別に必要な資機材は、甲が保管し、維持管理するものとし、その品名、数量及び

費用負担については、甲乙協議の上、運用細目に定めるものとする。 

３ 甲は前項の特別に必要な資機材の保管及び維持管理を適切に行い、管理状況等について、

年１回、乙の各者に報告するとともに、乙の各者は必要に応じて確認を行うものとする。 

４ 前項の報告事項については、甲乙協議し、運用細目に定めるものとする。 

（損傷資機材等の処置） 

第１２条 警防活動による損傷資機材については、甲が修繕するものとする。ただし、特別に

必要な資機材の修繕に係る費用については、乙の各者が、甲の常用資機材にあっては甲がそ

れぞれ負担するものとする。修繕不能により廃棄し、不足分を再整備する場合にあっても同

様とする。 

２ 前項の損傷が汚染の場合は、乙の各者は除染等の処置を適切に行わなければならない。た

だし、除染等の処置ができず、廃棄する場合は乙の各者の責任において行うものとする。 
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３ 前項ただし書きの規定により廃棄し、不足分を再整備する場合は第１項に準じて行うもの

とするが、必要に応じて甲及び乙の各者は協議することができる。 

（警防活動訓練） 

第１３条 甲及び乙の各者は、協議の上、定期的に警防活動訓練を行うものとする。 

２ 甲は、乙の各者が警防活動訓練を行う場合、乙の各者の要請に基づき必要な指導、協力を

するものとする。 

（協議等） 

第１４条 この協定で定めるもののほか必要な事項については、その都度、甲乙協議し運用細

目で定めるものとする。 

２ 甲及び乙は、この協定の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、対処す

るものとする。 

 

附 則 

１ この協定は、令和３年４月1日から適用する。 

２ 平成１４年３月１２日締結の原子力発電所における警防活動に関する協定書は廃止する。 

３ この協定に定める警防活動に必要な資機材に係るものにあっては、当該資機材の整備が完

了するまでの間は、従前の例によるものとし、整備が完了した時点から適用するものとする。 

４ この協定の成立を証するため、本書５通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する

ものとする。 

 

令和３年３月２３日 

甲 敦賀美方消防組合               

管理者  渕上 隆信             

 

乙 日本原子力発電株式会社 敦賀事業本部     

敦賀発電所長  坂佐井 豊          

 

関西電力株式会社 美浜発電所         

所長  高畠 勇人              

 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構   

敦賀廃止措置実証部門 新型転換炉原型炉ふげん 

所長  森下 喜嗣              

 

国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構    

敦賀廃止措置実証部門 高速増殖原型炉もんじゅ 

所長  荒井 眞伸             
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【資料２－２－６】 緊急時防災活動資機材一覧 

 

資 機 材 メーカー名、仕様 数量 備 考 

放射能測定器セット ローテム RAM-DA2000 １ 
計測器本体、検出器、収納ケース、 

デシケータ（自動乾燥保管庫） 

防災用格納庫  １ 6160×2350×2393 

エアーテント 
住友電工 

ジェットエアーテントＧ 
１ 

連結布、収納袋、フットポンプ、 

送風機、付属品 

発電機付投光器 
発電機：ホンダEU28is 

投光器：ホンダEM4004W 
１  

エアーマット  １ ６×６×３用 ４個組 

サーベイメータ TGS-146 2  

移動用PAセット ＴＯＡ ２  

ポケット線量計 PDM-112 117  

原子力防災車両／トラック アトラス １ 4WD、５速マニュアル、垂直リフト付 

原子力防災車両／普通車 アウトランダー １ 4WD、AT 

統合原子力防災ネットワーク  １ 
ノートパソコン、ウェブカメラ、 

ヘッドセット、TV会議システム 

防災情報伝達システム  １ 
操作卓、主装置架、中継送信装置、 

屋外拡声子局26局 

分離型衛星通信システム インマルサットＢＧＡＮ １  

遠隔会議システム  １ 
遠隔会議システム、マイクロフォン、 

レイヤ２スイッチ 

プロジェクターセット エプソンEB-1770W、ELPSC24 １ 
液晶プロジェクター、 

携帯型ロールスクリーン 

衛星携帯電話 ＮＴＴドコモ ワイドスター １ アンテナ等含む 

ポケット線量計 PDM-122 90  

ポケットサーベイメータ PDR-111 ６  

個人防護服セット  208 
N95ﾏｽｸ、全身化学防護服、保護めがね 

マイクロガード、手袋、シューズカバー 

防護マスク 
直結式小型防毒マスクGM28(半面

型) 
208  

防護マスク吸収缶 
直結式小型吸収缶CA-27L3/OV 

有機ガス用防じん機能付き 
418  

簡易サーベイメータ RDS-30 51  

高線量測定用サーベイメータ ICS-323C 10  

メガホン TS-523R ５  
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資 機 材 メーカー名、仕様 数量 備 考 

原子力防災車両／小型乗用車 セレナ １ 4WD、AT 

原子力防災車両／小型乗用車 カローラフィールダー １ 4WD、AT 

原子力防災車両／福祉車両 ヴォクシー ２ 4WD、AT 

γサーベイメータ TCS-172B 23  

ポケット線量計 PDM-222VC 95  

IP無線機 SK-500 45 
本体、アンテナ、電池パック、充電器、 

ACアダプタ、ベルトクリップ、ストラッ

プ、小型スピーカーマイク、イヤホン 

使い捨て防護服 マックスガード 200  

使い捨てマスク N95マークライト 597  

災害用プライバシー保護パー

ティション 

展開時 W200×D120×H200ｍｍ 

収納時 W80×D80×H10ｍｍ 
12  

段ボールベッド  ４  

段ボールベッド ニュー簡太くん 29  

アルミロールマット 120mm×200mm ８  

パーティション H1600mm×W800mm ６  

ポータブル電源 
Jackery  

240Wh/200W/67200mAh 
２  

水（安定ヨウ素剤服用用） 
救命水 

46箱（1箱480袋/50ml） 
22,080 賞味期限： 2027年11月 
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【資料２－２－７】 原子力発電所における労働災害等による傷病者の診療 

         に関する覚書 

 

市立敦賀病院（以下「甲」という。）と関西電力株式会社美浜発電所・高浜発電所・大飯発電

所、日本原子力発電株式会社敦賀発電所、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原

型炉もんじゅ・新型転換炉ふげん発電所（以下「乙」という。）は、乙の構内において放射性物

質による汚染（以下「汚染」という。）を伴う労働災害等による傷病者（以下「傷病者」という。）

が発生した場合、福井県地域防災計画原子力編によって設置された、福井県事故対策本部ならび

に福井県災害対策本部の指示、指導に基づいて対応するものである。 

 

１ 乙は、傷病者に付着した放射性物質をできる限り除去した後、甲に引き渡すものとし、甲は

傷病者の診療を行う。 

２ 乙は、甲の要請を受けて、できる限り汚染が拡大しないように甲に協力する。 

３ 乙は傷病者を甲に搬送するに際して、患者の汚染状態や身体状況等診療に必要な事項を速や

かに甲へ連絡する。但し、汚染のない傷病者を搬送する場合についても、その旨を甲に連絡し

た上で患者を搬送することとし、具体的連絡方法は別に定めることとする。 

４ 前各項を円滑に実施するため、患者搬送・通報連絡方法、放射線管理要員、資機材設置・管

理等の具体的細目については甲乙協議のうえに別に定める。 

５ 本覚書の有効期間は平成１８年３月１日から平成１９年２月２８日までとする。 

但し、期間満了の１ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による意義申出がない場合は、本覚書

を更に１ヵ年延長するものとし、以降同様とする。 

６ 本覚書に定めのない事項が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決する。 

 

上記覚書は本書７通を作成し、甲乙双方が記名押印のうえ各１通保有する。 

 

平成１８年２月２８日 

 

甲 乙 

市立敦賀病院 関西電力株式会社美浜発電所 

市立敦賀病院 関西電力株式会社高浜発電所 

市立敦賀病院 関西電力株式会社大飯発電所 

市立敦賀病院 日本原子力発電株式会社敦賀発電所 

市立敦賀病院 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

高速増殖原型炉もんじゅ 

市立敦賀病院 
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

新型転換炉ふげん発電所 

 



 

 

 

-
 

【資料２－４－１】 専用電話系統図・専用電話番号表 

 

１ 専用電話系統図 

 

若
狭
合
同
庁
舎 

敦
賀
合
同
庁
舎 

福
井
分
析
管
理
室 

原
子
力
環
境
監
視
セ
ン
タ
䤀 

敦
賀
市 

池
田
町 

小
浜
市 

越
前
町 

美
浜
町 

越
前
市 

お
お
い
町 

鯖
江
市 

高
浜
町 

福
井
市 

南
越
前
町 

若
狭
町 

敦
賀
発
電
所 

日
本
原
子
力
研
究
開
発
機
構 

ふ
げ
ん
緊
急
時
対
策
所 

も
ん
じ
䣮
緊
急
時
対
策
所 

関
西
電
力
㈱
事
業
所
本
部 

美
浜
発
電
所 

大
飯
発
電
所 

高
浜
発
電
所 

福井県庁 

（原子力安全対策課） 

原子力規制庁 

-
 
2
1
 
-
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２ 専用電話番号表 

 

電話番号 
設    置    場    所 

通話用 ＦＡＸ 

215～218 

214 

213 

212 

IP-FAX 

― 

― 

― 

県 原子力安全対策課 

県 危機管理課 

県 総合防災センター（災害対策本部） 

県 防災安全部長 

331,332,333 

311,312,313 

321,322 

341,342 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

県 原子力環境監視センター 

県 原子力環境監視センター（福井分析管理室） 

県 若狭合同庁舎 嶺南振興局（若狭企画振興室） 

県 敦賀合同庁舎 嶺南振興局（二州企画振興室） 

411,412 

421,422 

431,432 

441,442 

451,452 

461,462 

711,712 

721,722 

731,732 

741,742 

751,752 

761,762 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

敦賀市役所  原子力安全対策課 

小浜市役所  未来創造課 

美浜町役場  エネルギー政策課 

高浜町役場  防災安全課 

おおい町役場 防災安全課 

南越前町役場 防災安全室 

福井市役所  危機管理課 

越前市役所  防災危機管理課 

鯖江市役所  防災危機管理課 

越前町役場  防災安全課 

池田町役場  総務財政課 

若狭町役場  環境安全課 

511 

521 

531 

541 

551 

561 

571 

581 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

IP-FAX 

日本原子力発電㈱ 敦賀発電所 緊急時対策所 

もんじゅ 緊急時対策所 

ふげん 緊急時対策所 

敦賀本部 緊急時対策所 

関西電力㈱原子力事業本部 非常災害対策本部 

関西電力㈱ 美浜発電所 事故対策会議室 

関西電力㈱ 大飯発電所 事故対策会議室 

関西電力㈱ 高浜発電所 事故対策会議室 
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【資料２－４－２】 福井県防災情報ネットワーク 電話番号表（抜粋） 

 

 設    置    場    所 無線電話番号 ＦＡＸ番号 

県 
 

 
 

関 
 

 
 

係 

総合防災センター 

防災安全部長 

防災安全部副部長（危機管理） 

危機管理課長 

原子力安全対策課長 

原子力環境監視センター 

敦賀合同庁舎 嶺南振興局二州企画振興室 

若狭合同庁舎 嶺南振興局若狭企画振興室 

二州健康福祉センター 地域支援室 

若狭健康福祉センター 地域支援室 

敦賀港湾事務所 総務課 

170 

610-2300 

610-2149 

610-2148 

610-2350 

820-02 

780-5-212 

790-5-218 

407-1-105 

408-1-11 

413-1-11 

172 

 

 

 

 

820-60 

780-5-219 

790-5-210 

407-5 

408-5 

413-5 

国 敦賀海上保安部 453-2  

自 
 

 

治 
 

 

体 

敦賀市役所   危機管理対策課 

越前市役所   防災危機管理課 

小浜市役所   生活安全課 

美浜町役場   エネルギー政策課 

若狭町役場   総務課 

若狭町上中庁舎 税務住民課 上中サービス室 

高浜町役場   防災安全課 

おおい町役場  総務課 

南越前町役場  防災安全室 

301-1-5011 

302-1-2304 

303-1-473 

330-1-230 

329-1-2211 

329-1-3623 

333-1-4001 

334-1-2101 

320-1-211 

301-5 

302-5 

303-5 

330-5 

329-5 

 

333-5 

334-5 

320-5 

消 
防 

敦賀美方消防組合 消防本部 

南越消防組合 消防本部 

若狭消防組合 消防本部 

356-1-113 

355-1-342 

357-1-235 

356-5 

355-5 

357-5 

事 
 

業 
 

者 

日本原子力発電（株） 敦賀発電所 

日本原子力研究開発機構 

新型転換炉原型炉ふげん 

日本原子力研究開発機構 

高速増殖原型炉もんじゅ 

関西電力（株） 美浜発電所 

関西電力（株） 高浜発電所 

関西電力（株） 大飯発電所 

459-2 

 

463-2 

 

464-2 

460-2 

461-2 

462-2 
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【資料２－４－３】 原子力発電所通信施設 

 

第１ 日本原子力発電㈱ 

 

１．敦賀発電所と他の機関を結ぶＮＴＴ回線数 ………… １７回線 

 

２．社内通信施設 

（１）敦賀発電所・本店・東海発電所間を結ぶ専用回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）敦賀発電所を基地局とする無線通信施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

専用線 

本 店 

(東京) 

専用線 

専用線 
敦 賀 

発電所 
東 海 

発電所 

 

（携帯型） 

 

 

（携帯型） 

 

発電所 

(基地局) 

モニタ 

リングカー 
松島寮 

他 

正門監 

視所他 

1局（出 力）20W 

32局（出 力）1W 4局（出 力）2W 
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第２ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

 

１．各発電所と他の機関を結ぶＮＴＴ回線数 

 

新型転換炉原型炉ふげん 12回線 

高速増殖原型炉もんじゅ 11回線 

 

２．社内通信施設 

（１）ふげん、もんじゅ、敦賀事業本部および機構本部間を結ぶ専用回線 

 

新型転換炉原型炉ふげん 
２４回線 

広
域
イ
䤀
サ
ネ
䣹
ト
網 

２４回線 

 

高速増殖原型炉もんじゅ 

２４回線 

 

敦 賀 事 業 本 部 

９６回線 

 

機 構 本 部 
 

 

 

（２）発電所内社内電話、ＰＨＳおよびページング 

 

 固定電話 携帯電話 ＰＨＳ ページング 

新型転換炉原型炉ふげん 約50台 約70台 約270台 約150台 

高速増殖原型炉もんじゅ 約100台 約60台 約800台 約200台 
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（車載型） 

 

 

（携帯型） 

 

 

（基地局） 

 

 

（車載型） 

 

 

（携帯型） 

 

３．無線通信施設 

（１）新型転換炉原型炉ふげんを基地局とする無線通信施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高速増殖原型炉もんじゅを基地局とする無線通信施設 

 

建設所 

(基地局) 

モニタリ 

ングカー他 

トラン 

シーバー 

（型 式）F3E 
（出 力）10W 

（周波数）149.45MHz 

 

１局 

 

（型 式）F3E 

（出 力）5W 

（周波数）149.45MHz 

 

１局 

 

（型 式）F3E 

（出 力）10W 

（周波数）149.45MHz 

 

14局 

 

（型 式）F3E 
（出 力）10W 

（周波数）149.45MHz 

 

１局 

 

（型 式）F3E 

（出 力）10W 

（周波数）149.45MHz 

 

24局 

 

（型 式）F3E 

（出 力）5W 

（周波数）149.45MHz 

 

６局 

 

（型 式）F3E 

（出 力）5W 

（周波数）149.45MHz 

 

19局 

 

分 室 

発電所 

(基地局) 

モニタリ 

ングカー他 
トラン 

シーバー 
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第３ 関西電力㈱ 

 

１．各発電所と他の機関を結ぶ事故時に有用なＮＴＴ回線数 

 

 電話回線 ＦＡＸ回線 

美 浜 発 電 所 18回線 1回線 

高 浜 発 電 所 17回線 1回線 

大 飯 発 電 所 19回線 1回線 

   

２．社内通信施設 

（１）美浜、高浜、大飯各発電所、本店および原子力事業本部間を結ぶ専用回線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高浜発電所 大飯発電所 

本店 

原子力事業本部 美浜発電所 

１０回線 １７回線 

８回線 ８回線 

８回線 ８回線 

１４回線 

８回線 
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（携帯型） 

（車載型） （携帯型） 

（車載型） 

３．無線通信施設 

（１）美浜発電所を基地局とする無線通信施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（型 式）JHM-493SO2 

（出 力）2W 

 

２局 

 

（型 式）JHP-495SO1 

（出 力）1W 

 

１局 

（型 式）JHM-493SO2 

（出 力）2W 

 

１局 

 

環境モニタリング 

センター無線局 

モニタリ 

ングカー 

モニタリ 

ングカー他 

トラン 

シーバー 

発電所 

(基地局) 

① 

② 

① ① ② 
② 

③ ③ 

③ 

（型 式）JHP-495SO1 

（出 力）1W 

 

１局 

 

 

１局 

 

（型 式）GTF-421 

（出 力）5W 
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【資料２－４－４】 船舶に対する連絡系統図 
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【資料２－４－５】 有線テレビジョン（ＣＡＴＶ） 

 

 

名 称 所在地 電話番号 放送時間 利用世帯 備考 

 

㈱嶺南ケーブル 

ネットワーク 

（ＲＣＮ） 

 

敦賀市木崎 

40号８－１ 

 

(0770) 

24-2211 

 

随 時 

 

 

敦賀市 

全世帯 

 

防災放送 

092ch 
（敦賀市役所 

より放送） 
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【資料２－４－６】 敦賀市防災行政無線局等系統図 

 

 

①屋外受信局設置場所 

局 所 在 地 

1 白 木 受 信 局  白木駐車場（白木12-21） 

2 立 石 受 信 局  消防倉庫（立石50-21） 

3 浦 底 受 信 局  バス停横（浦底70-3-1） 

4 色 浜 受 信 局  寺院敷地内（色浜31-33） 

5 手 受 信 局  区管理地（手6-8-1） 

6 沓 受 信 局  神社南東側（沓19-8） 

7 常 宮 受 信 局  集会所敷地内（常宮7-46） 

8 縄 間 受 信 局 神社前花壇内（縄間3-4-1） 

9 名 子 受 信 局  ドコモ局横（名子14-18-1） 

10 元 比 田 受 信 局 バス旋回箇所（元比田15-12） 

11 大 比 田 受 信 局 区作業所敷地内（大比田19-20） 

12 横 浜 受 信 局  区集会所敷地内（横浜23-15-1） 

13 杉 津 受 信 局  区集会所敷地内（杉津120-1-1） 

14 阿 曽 受 信 局  神社横公園内（阿曽69-9） 

15 五 幡 受 信 局  東浦公民館敷地内（五幡32-8-1） 

16 江 良 受 信 局  区駐車場（江良8-13） 

17 赤 崎 受 信 局  消防車庫横（赤崎38-2-1） 

18 田 結 受 信 局  ごみ収集所横（田結20-35） 

19 鞠 山 受 信 局  区集会所横（鞠山85-19-2） 

20 松 原 受 信 局 松原町花壇内（松原町8） 

21 松 島 受 信 局  松島会館屋上（松島13-1） 

22 櫛 川 受 信 局  櫛川保育園敷地内（櫛川130-238） 

23 原 受 信 局  原集会所敷地内（原7-15） 

24 木 崎 受 信 局  倉庫裏（木崎36-18-1） 

25 沓 見 受 信 局  バス旋回箇所（沓見66-5） 

26 西 原 受 信 局  
沓見小学校から北へ約500ｍ

の田んぼ付近（沓見45-29） 

 

②戸別受信局設置場所 

局 所 在 地 

1 二 村 受 信 局  二 村 区 長 宅 

2 永 大 受 信 局  永大産業（株） 敦賀工場守衛室 

 

市 役 所 

放 送 室 
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【資料２－21－１】 原子力発電所設置状況 

 

発 電 所 名 敦 賀 発 電 所 
新型転換炉 

原型炉 

ふげん 

高速増殖 

原型炉 

もんじゅ 

美 浜 発 電 所 

設 置 者 日本原子力発電（株） 

国立研究開

発法人日本 

原子力研究 

開発機構 

国立研究開

発法人日本 

原子力研究 

開発機構 

関西電力（株） 

発 電 所 住 所 敦賀市明神町１ 
敦賀市 

明神町３ 

敦賀市 

白木２ 
三方郡美浜町丹生 

発 電 所 面 積 2,200,000㎡ 300,000㎡ 1,080,000㎡ 587,000㎡ 

号 機 １号機 ２号機 － － １号機 ２号機 ３号機 

炉 型 式 
沸騰水型 

軽水炉 

加圧水型 

軽水炉 
新型転換炉 高速増殖炉 

加圧水型 

軽水炉 

加圧水型 

軽水炉 

加圧水型 

軽水炉 

熱 出 力 1,070MW 3,423MW 557MW 714MW 1,031MW 1,456MW 2,440MW 

電 気 出 力 357MW 1,160MW 165MW 280MW 340MW 500MW 826MW 

排気筒放出高さ 

（標 高） 
143m 65.8m 130m 152.8m 54.5m 54.5m 86.8m 

主冷却海水量 

（ｍ３／秒） 
19.4 81.3 10.2 15.3 20.8 36.4 50.8 

原 子 炉 設 置 

許 可 年 月 日 
S41.4.22 S57.1.26 S45.11.30 S58.5.27 S41.12.1 S43.5.10 S47.3.13 

初臨界年月日 S44.10.3 S61.5.28 S53.3.20 H6.4.5 S45.7.29 S47.4.10 S51.1.28 

初送電年月日 S44.11.16 S61.6.19 S53.7.29 H7.8.29 S45.8.8 S47.4.21 S51.2.19 

営業（本格） 

運転開始年月日 
S45.3.14 S62.2.17 S54.3.20 － S45.11.28 S47.7.25 S51.12.1 

運転終了また

は廃止年月日 
H27.4.27 － H15.3.29 H28.12.21 H27.4.27 H27.4.27 － 

建設工事費（億円） 323 3,886 685 4330 312 363 768 

建設主契約者 GE 三菱重工業 
原子力 

5グループ 

原子力 

４グループ 

WH/三菱 

原子力 
三菱原子力 三菱商事 
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【資料２－21－２】 気象観測所一覧表 

 

 観測局名 

（観測場所） 

観測 

機関 

観測項目 

風向 

風速 

（測器高） 

降水 

量 

感雨 

計 

積雪 

深 
気温 

日射 

量 

放射 

収支量 

大気 

安定度 

原
子
力
発
電
所 

敦賀発電所気象Ａ点（露場） 

（正門裏） 

日本 

原電 

 

EL 3.0m 
○ ― ― ○ ○ ○ 

○  
敦賀発電所気象Ａ点（13m） 

（正門裏） 

日本 

原電 

○ 

EL 13.0m 
― ― ― ― ― ― 

敦賀発電所気象Ｂ点（70m） 

（事務本館屋上） 

日本 

原電 

○ 

EL 70.0m 
― ― ― ― ― ― ― 

敦賀発電所気象Ｃ点（148m） 

（事務本館屋上） 

日本 

原電 

○ 

EL 148.0m 
― ― ― ― ― ― ― 

敦賀発電所気象Ｄ点（70m） 

（3･4号機 南西・西部渓流道路脇） 

日本 

原電 

○ 

EL 70.0m 
― ― ― ― ― ― ○ 

もんじゅ気象ＭＳ-１点（露場） 

（環境管理棟近傍） 

原子力 

機構 

○ 

EL 37.0m 
○ ○ ― ○ ○ ○ ○ 

もんじゅ気象ＣＴ点（気象観測塔） 

（気象観測塔） 

原子力 

機構 

○ 

EL 172.0m 
― ― ― ○ ― ― ― 

美浜発電所気象観測点Ａ 

（美浜発電所ｸﾞﾗﾝﾄﾞ脇） 

関西 

電力 

○ 

EL 19.0m 
― ― ― ― ― ― 

○ 
美浜発電所気象観測点Ｂ 

（1･2号機取水口横） 

関西 

電力 

－ 

EL 5.5m 
○ ― ― ― ○ ○ 

美浜発電所気象観測点Ｃ 

（1･2号機放水口横） 

関西 

電力 

－ 

EL 5.5m 
○ ― ― ○ ― ― ― 

美浜発電所気象観測点Ｄ 

（1･2号機裏山頂） 

関西 

電力 

○ 

EL 94.0m 
― ― ― ― ― ― ― 
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 観測局名 

（観測場所） 

観測 

機関 

観測項目 

風向 

風速 

（測器高） 

降水 

量 

感雨 

計 

積雪 

深 
気温 

日射 

量 

放射 

収支量 

大気 

安定度 

敦
賀
市 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ立石観測局 

（八坂神社） 
福井県 

○ 

EL 13.0m 
○ ○ ― ○ ― ― ― 

海上保安庁立石岬気象観測局 

（立石岬灯台） 

海上 

保安庁 

○ 

EL 155.0m 
― ― ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ浦底観測局 

（原電明神寮下県道脇） 
福井県 

○ 

EL 23.5m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

松ヶ崎気象観測所（松ヶ崎ＭＳ） 

（旧松原小学校白木分校跡北） 

原子力 

機構 

○ 

EL 35.2m 
○ ○ ― ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ白木観測局 

（旧松原小学校白木分校跡） 
福井県 

○ 

EL 30.5m 
○ ○ ― ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ白木峠観測局 

（旧県道市町境脇） 
福井県 

○ 

EL 159.0m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

縄間気象観測所（縄間ＭＳ） 

（西浦駐在所横） 

原子力 

機構 

○ 

EL 12.0 m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

福井地方気象台敦賀特別地域気象観測所 気象庁 
○ 

EL 30.0m 
○ ― ○ ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ敦賀観測局 

（福井県敦賀合同庁舎） 
福井県 

○ 

EL 14.0m 
○ ○ ― ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ粟野観測局 

（黒河小学校） 
福井県 

○ 

EL 46.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ疋田観測局 

（愛発公民館） 
福井県 

○ 

EL 88.0m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ東郷観測局 

（旧咸新小学校） 
福井県 

○ 

EL 34.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

赤崎気象観測所（赤崎ＭＳ） 

（赤崎区集落ｾﾝﾀｰ） 

原子力 

機構 

○ 

EL 15.0m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

杉津気象観測所（杉津ＭＳ） 

（東浦小中学校下国道8号線歩道橋脇） 

日本 

原電 

○ 

EL 30.2m 
○ ○ ― ― ― ― ― 
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 観測局名 

（観測場所） 

観測 

機関 

観測項目 

風向 

風速 

（測器高） 

降水 

量 

感雨 

計 

積雪 

深 
気温 

日射 

量 

放射 

収支量 

大気 

安定度 

美
浜
町 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ丹生観測局 

（丹生ﾊﾞｽ停横） 
福井県 

○ 

EL 15.5m 
○ ○ ― ○ ― ― ― 

竹波気象観測所 

（落合川ポンプ場） 

関西 

電力 

○ 

EL 16.0m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ竹波観測局 

（竹波区内公園） 
福井県 

○ 

EL 24.0m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ坂尻観測局 

（若狭梅街道坂尻ﾄﾝﾈﾙ東側出口南側） 
福井県 

○ 

EL 25.0m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

郷市気象観測所（郷市ＭＰ） 

（美浜町役場） 

関西 

電力 

○ 

EL 27.0m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

新庄気象観測所 

（嶺南変電所横） 

関西 

電力 

○ 

EL 100.0m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

美浜地域気象観測所 

（県園芸研究ｾﾝﾀｰ） 
気象庁 

○ 

EL 20.0m 
○ ― ― ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ久々子観測局 

（美浜町総合体育館） 
福井県 

○ 

EL 16.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

若
狭
町 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ神子観測局 

（若狭町みさき漁村体験施設） 
福井県 

○ 

EL 21.0m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

三方気象観測所 

（若狭町役場三方庁舎） 

関西 

電力 

○ 

EL 25.0m 
○ ○ ○ ○ ― ― ― 

南
越
前
町 

今庄地域気象観測所 

（旧今庄森林組合宿舎） 
気象庁 

○ 

EL 138.0m 
○ ― ○ ○ ― ― ― 

今庄気象観測所（今庄ＭＳ） 

（南越前町役場今庄総合事務所前 

国道365号線脇） 

日本 

原電 

○ 

EL 138.4m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ古木観測局 

（南越前町ふるさと交流センター） 
福井県 

○ 

EL 175.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ南条観測局 

（南越前町役場） 
福井県 

○ 

EL 79.0m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ湯尾観測局 

（南越消防組合南消防署） 
福井県 

○ 

EL 104.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ宇津尾観測局 

（広野地区農業集落排水処理施設） 
福井県 

○ 

EL 203.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ板取観測局 

（今庄３６５スキー場駐車場） 
福井県 

○ 

EL 432.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

甲楽城気象観測所（甲楽城ＭＳ） 

（河野小学校前） 

日本 

原電 

○ 

EL 44.2m 
○ ○ ― ― ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ河野観測局 

（河野総合事務所駐車場） 
福井県 

○ 

EL 21.0m 
○ ○ ― ○ ― ― ― 

環境放射線監視ﾃﾚﾒｰﾀｼｽﾃﾑ大良観測局 

（道の駅河野第２駐車場） 
福井県 

○ 

EL 211.3m 
○ ○ ― ― ― ― ― 
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【資料２－21－３】 月別観光客入込数 

 

（令和５年実績） 

市町 

村名 
地区名 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 計 

敦賀市 市全域 

317,300 134,700 181,700 254,100 231,200 164,200 

3,152,100 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 

303,900 327,500 425,800 253,100 285,200 273,400 
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【資料３－２－１】 敦賀市に係る原子力事業所一覧 

 

原子力発電所 
ＰＡＺ 

関係市町 

ＵＰＺ 

関係市町 関係警察署 関係消防組合消防本部 

日本原子力発電(株) 

敦賀発電所 

敦賀市 

敦賀市 

美浜町 

若狭町 

(旧三方町) 

敦賀警察署 敦賀美方消防組合消防本部 

 

若狭町 

(旧上中町) 

小浜市 

小浜警察署 若狭消防組合消防本部 

南越前町 

越前市 

池田町 

越前警察署 南越消防組合消防本部 

鯖江市 

越前町 
鯖江警察署 鯖江・丹生消防組合消防本部 

福井市 福井警察署 福井市消防局 

国立研究開発法人 

日本原子力 

研究開発機構 

新型転換炉原型炉 

ふげん 

 敦賀市 敦賀警察署 敦賀美方消防組合消防本部 

国立研究開発法人 

日本原子力 

研究開発機構 

高速増殖原型炉 

もんじゅ 

敦賀市 

美浜町 

敦賀市 

美浜町 

若狭町 

(旧三方町) 

敦賀警察署 敦賀美方消防組合消防本部 

 

若狭町 

(旧上中町) 

小浜市 

小浜警察署 若狭消防組合消防本部 

南越前町 

越前市 

池田町 

越前警察署 南越消防組合消防本部 

鯖江市 

越前町 
鯖江警察署 鯖江・丹生消防組合消防本部 

福井市 福井警察署 福井市消防局 

関西電力(株) 

美浜発電所 

美浜町 

敦賀市 

美浜町 

敦賀市 

若狭町 

(旧三方町) 

敦賀警察署 敦賀美方消防組合消防本部 

 

若狭町 

(旧上中町) 

小浜市 

小浜警察署 若狭消防組合消防本部 

南越前町 

越前市 
越前警察署 南越消防組合消防本部 

越前町 鯖江警察署 鯖江・丹生消防組合消防本部 
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【資料３－２－２】 防災関係機関等連絡先一覧 

（令和６年１０月現在） 

 

所 属 
連  絡  場  所 

担  当  課 所  在  地 Ｎ Ｔ Ｔ 番 号 県 防 災 行 政 無 線 

市 敦賀市 危機管理対策課 中央町2丁目1-1 

    21-1111(代) 

22-8166(直) 

FAX 21-8682 

     301-1-193 

FAX  301-1-299 

無線専用電話 301-2 

消
防 

敦賀美方消防組合 
消防本部 

防災指令課 
中央町2丁目1-2 

  20-0119 

FAX 22-0685 

指令センター 356-1-100 

FAX  356-1-399 

無線専用電話 356-2 

県 

福井県防災安全部 危機管理課 
福井市大手3丁目

17-1 

0776-21-1111(代) 

0776-20-0308(直) 

0776-20-0742（夜間） 

FAX 0776-22-7617 

111-610-2171 

専用電話  111-126 

専用FAX  111-151 

福井県嶺南振興局 二州企画振興室 中央町1丁目7-42 

    22-0001(代) 

    22-0002(直) 

FAX 22-0243 

     111-780-5212 

FAX  111-780-5390 

福井県嶺南振興局 

敦賀土木事務所 
総務課 中央町1丁目7-36 

    22-4661(代) 

    22-5448(直) 

FAX 23-0477 

     111-780-5114 

FAX  111-780-5191 

無線専用電話111-780-012 

福井県嶺南振興局 

敦賀港湾事務所 
総務課 桜町2-1 

    22-0369 

FAX 22-7067 

     413-1-10 

FAX  413-5 

福井県嶺南振興局 

二州健康福祉センター 
地域支援室 開町6-5 

    22-3747 

FAX 24-1205 

     407-1-105 

FAX  407-5 

県
警 

敦賀警察署 警備課 木崎12-18-1 
    25-0110 

FAX 22-4000 
 

指 

定 

地 

方 

行 

政 

機 

関 
国土交通省中部運輸局 

福井運輸支局敦賀庁舎 
海事担当 港町7-15 

    22-0003 

FAX 21-2198 
 

国土交通省北陸地方整備局 

敦賀港湾事務所 
沿岸防災対策室 

松栄町7-28 

敦賀地方合同庁舎３階 

    22-2590 

FAX 21-8101 
 

国土交通省近畿地方整備局 

福井河川国道事務所  

敦賀国道維持出張所 

 開町3-28-1 
    22-5166 

FAX 25-6466 
 

国土交通省海上保安庁 

第八管区海上保安本部 

敦賀海上保安部 

警備救難課 港町7-15 
   22-0191 

FAX 22-0214 
453 

厚生労働省福井労働局 

敦賀労働基準監督署 
安全衛生課 鉄輪町1丁目7-3 

   22-0745 

FAX 22-1019 
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所 属 
連  絡  場  所 

担  当  課 所  在  地 Ｎ Ｔ Ｔ 番 号 県 防 災 行 政 無 線 

自 

衛 

隊 

陸上自衛隊金沢駐屯地 

第14普通科連隊本部 
第3科 

石川県金沢市 

野田町1-8 

076-241-2171 

   (内)242 
 

海上自衛隊 

舞鶴地方総監部 
防衛部 

京都府舞鶴市 

余部下1190 
0773-62-2250 7-451 

航空自衛隊中部 

航空方面隊隊司令官 
防衛部 

埼玉県狭山市 

稲荷山2-3 
04-2953-6131  

指 

定 

公 

共 

機 

関 

・ 

指 

定 

地 

方 

公 

共 

機 

関 

日本郵便（株） 

敦賀郵便局 
総務部 元町11-5 

    25-1001 

FAX 25-2537 
 

日本赤十字社 

福井県支部 

敦賀市地区 

市地域福祉課 中央町2丁目1-1 

    21-1111(代) 

22-8123(直) 

FAX 22-8163 

 

西日本電信電話（株） 

福井支店 

設備部 

災害対策担当 

福井市西開発 

1-2410 

0776-52-3031 

FAX 

0776-54-8539 

 

北陸電力（株） 

敦賀営業所 
敦賀営業所 本町2丁目10-8 

(日中)25-8099 

(夜間)090-6818-3364 

FAX 25-8104 

 

北陸電力送配電（株） 

敦賀配電センター 
敦賀配電センター 本町2丁目10-8 

(日中)25-8090 

(夜間)0129-837-119 

FAX 25-2852 

 

北陸電力（株） 

敦賀火力発電所 
業務課 泉171-5-7 

    24-1313 

FAX 22-6680 
 

日本原子力発電（株） 

敦賀発電所 
安全・防災室 明神町１ 

    26-8020 

FAX 26-9012 
459 
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所 属 
連  絡  場  所 

担  当  課 所  在  地 Ｎ Ｔ Ｔ 番 号 県 防 災 行 政 無 線 

指 

定 

公 

共 

機 

関 

・ 

指 

定 

地 

方 

公 

共 

機 
関 

国立研究開発法人 

日本原子力研究 

開発機構 

敦賀事業本部 

地域共生・広報課 

木崎65-20 
    23-3021 

FAX 21-2045 
 

明神町3 ふげん 26-1221 463 

白木2丁目もんじゅ 39-1031 464 

福井事務所 

福井市 

毛矢1丁目10-1 

セーレンビル４階 

0776-35-1171 

（日中のみ） 
 

国立研究開発法人 

日本原子力研究 

開発機構 

原子力緊急時支援・ 

研修センター 

福井支所 縄間54-6-2 
    20-0050 

FAX 20-0711 
 

関西電力（株） 

原子力事業本部 
総務グループ 美浜町郷市13-8 

    32-3616(直) 

FAX 32-3515 
 

西日本旅客鉄道（株） 

敦賀駅 
事務室 

津内109号南国広 

1-1 

    23-6137 

(夜間) 

090-5686-0502 

FAX 23-6203 

 

中日本高速道路（株）

金沢支社 

敦賀保全・サービスセ

ンター 

（平日の日中のみ） 

工務担当課 
井川17号字稲荷藪

8-1 

    25-5223 

FAX 22-9293 

 

 

 

 

 

 

 

 

中日本高速道路（株）

金沢支社 

道路管制センター 

（休日・平日の夜間） 

 金沢市神野町東170 076-249-5361  

（公財）福井原子力 

センター 
総務課 吉河37-1 

    23-1710 

FAX 23-6018 
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 所  属 
連 絡 場 所 

所 在 地 ＮＴＴ番号 

指 

定 

公 

共 

機 

関 

・ 

指 

定 

地 

方 

公 

共 

機 

関 

朝日新聞社 敦賀支局 清水町1丁目16-18 22-0020 

毎日新聞社 敦賀駐在 
鉄輪町1丁目2番地56-1 

グレイスかなわマンションＡ302 
23-3531 

読売新聞社 敦賀支局 
福井市大手3-14-9 

商工中金ビル5階 
22-1090 

中日新聞社 敦賀支局 新松島町4-11 大和田ビル201号 23-2531 

福井新聞社 敦賀支社 中央町1丁目15-25 22-3939 

ＮＨＫ福井放送局嶺南支局 津内町2丁目4-2 NTT敦賀ﾋﾞﾙ1F 22-3100 

福井放送㈱嶺南支社 中央町1丁目17-19 23-1020 

福井テレビ嶺南支社 本町2丁目7-13 23-1036 

共同通信社敦賀通信部 木崎11－14 ｱﾊﾟｶﾞｰﾃﾞﾝｺｰﾄ木崎502号室 21-8775 

時事通信社福井支局 福井市大和田2-801福井新聞社4F 0776-57-1640 

㈱嶺南ケ－ブルネットワ－

ク（ＲＣＮ） 
木崎40-8-1 24-2211 

敦賀ＦＭ放送㈱ 昭和町1丁目12-30 23-3370 

北陸工業新聞社 福井支局 

（日刊建設工業新聞） 
福井市成和1-2105 (0776)24-7001 
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 所  属 
連 絡 場 所 

担当課 所在地 ＮＴＴ番号 

公 
 

共 
 

団 
 

体 
 

等 

(一社)敦賀市医師会 事務局 中央町2丁目16-54 
    24-3131 

FAX 24-3132 

（独）国立病院機構 

敦賀医療センター 
管理課 桜ヶ丘町33-1 

    25-1600 

FAX 25-7409 

福井県農業協同組合 
敦賀支店 

営農経済課 
三島町2丁目11-11 

  47-6109 

FAX 24-4105 

れいなん森林組合二州支所  観音町1-1（坂下） 
  25-5380 

FAX 25-7919 

敦賀市漁業協同組合 総務課 蓬莱町17-19 
  22-1057 

FAX 25-2997 

敦賀商工会議所 会員サービス課 神楽町2丁目1-4 
  22-2611 

FAX 24-1311 

 

 
参考 

指
定
行
政
機
関 

環境省原子力規制庁 

敦賀原子力規制事務所 
 

金山99-11-41 

敦賀原子力防災 

センター内 

    25-8661 

FAX 25-8662 
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【資料３－３－１】 敦賀美方消防組合の組織機構 
 

資料編 資料６－１参照
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【資料３－３－２】 消防団の状況 
 

資料編 資料６－２参照
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【資料３－３－３】 自主防災会一覧 
（令和６年１０月現在）    

地区 町内名 設立年度  地区 町内名 設立年度 

北 

金ヶ崎町 平成８年度  
東浦 

大比田 平成８年度 

港町 平成７年度  元比田 平成９年度 

栄新町 平成９年度  

東郷 

大蔵 平成８年度 

曙町・天筒町 平成８年度  中 平成８年度 

蓬莱町 平成８年度  藤ヶ丘町 平成８年度 

元町 平成８年度  

中郷 

長沢 平成８年度 

相生町 平成８年度  岡山町１・２丁目 平成８年度 

神楽町１丁目 平成10年度  古田刈 平成９年度 

神楽町２丁目 平成８年度  堂 平成８年度 

角鹿町 平成27年度  山泉 平成９年度 

南 

舞崎町・舞崎町２丁目 平成９年度  道口 平成10年度 

清水町１丁目 平成９年度  衣掛町 平成９年度 

清水町２丁目 平成９年度  坂下 平成11年度 

本町１丁目 平成９年度  吉河 平成11年度 

本町２丁目 平成８年度  鳩原 平成22年度 

鉄輪町１丁目 平成８年度  小河口 平成10年度 

鉄輪町２丁目 平成10年度  小河 平成９年度 

津内町３丁目 平成８年度  

愛発 

疋田 平成９年度 

東洋町 平成８年度  奥野 平成11年度 

布田町 平成26年度  曽々木 平成11年度 

西 

津内町１丁目 平成11年度  刀根 平成11年度 

津内町２丁目 平成11年度  杉箸 平成11年度 

川崎町 平成７年度  

粟野 

野神 平成22年度 

松栄町 平成11年度  新和町２丁目 平成11年度 

結城町 平成11年度  和久野 平成27年度 

三島町１丁目 平成９年度  市野々町１・２丁目 平成８年度 

三島町２丁目 平成10年度  若葉町１・２・３丁目 平成８年度 

三島町３丁目 平成11年度  櫛林 平成11年度 

開町 平成10年度  莇生野 平成８年度 

呉竹町１・２丁目 平成８年度  沢 平成８年度 

中央町１・２丁目 平成９年度  桜ヶ丘町 平成９年度 

松原 

松島町・松島町２丁目 平成８年度  ひばりヶ丘町 平成７年度 

鋳物師町 平成11年度  金山 平成８年度 

新松島町 平成15年度  関 平成８年度 

松原町 平成７年度  野坂 平成10年度 

櫛川 平成27年度  長谷 平成11年度 

櫛川町２丁目 平成８年度  砂流 平成16年度 

原 平成11年度  御名 平成10年度 

木崎 平成９年度  公文名 平成11年度 

平和町 平成11年度  山 平成10年度 

沓見 平成26年度  萩野町 平成７年度 

西浦 白木１・２丁目 平成10年度  合計 89町内  

東浦 

田結 平成10年度     

赤崎 平成９年度     

五幡 平成８年度     

阿曽 平成10年度    

杉津 平成10年度  

横浜 平成９年度  
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【資料３－４－１】 空間線量率測定固定観測局一覧表 
観  測  地  区  名 測定器等 発電所からの方位・距離 

市町名 

地区名 

観  測  局  名 

（ 設 置 場 所） 
観測機関 線量率 

敦賀 もんじゅ 美浜 

方位 方位 方位 

距離(km) 距離(km) 距離(km) 

敦賀市 

杉津 

杉津モニタリングステーション 

（東浦小中学校下 

国道８号線歩道橋脇） 

日本原電 
NaI(Tl) ESE E ENE 

電離箱 7 10 13 

敦賀市 

阿曽 

阿曽モニタリングポスト 

（東浦体育館） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) ESE ESE E 

電離箱 8 10 12 

敦賀市 

五幡 

五幡モニタリングステーション 

（東浦公民館） 
日本原電 

NaI(Tl) SE ESE E 

電離箱 8 10 11 

敦賀市 

赤崎 

赤崎モニタリングステーション 

（赤崎区集落センター） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) SE ESE E 

電離箱 9 11 11 

敦賀市 

ふげん構内 

ふげんモニタリングポスト1 

（西敷地境界付近） 

原子力 

機構 

NaI(Tl)  ENE NE 

電離箱  3 7 

ふげんモニタリングポスト2 

（北敷地境界付近） 

原子力 

機構 

NaI(Tl)  NE NE 

電離箱  3 8 

敦賀市 

立石 

立石モニタリングポスト 

（立石山頂） 
日本原電 

NaI(Tl) NNE ENE NE 

電離箱 1 4 8 

立石モニタリングステーション 

（集落入口県道山側脇） 
日本原電 

NaI(Tl) NNE ENE NE 

電離箱 1 4 8 

立石観測局（八坂神社） 福井県 
NaI(Tl) NE ENE NE 

電離箱 1 4 8 

猪ヶ池モニタリングポスト 

（猪ヶ池脇県道横） 
日本原電 

NaI(Tl) E ENE NE 

電離箱 1 4 8 

敦賀市 

浦底 

浦底モニタリングポスト 

（県水産試験場裏） 
日本原電 

NaI(Tl) SSE E NE 

電離箱 1 3 7 

浦底観測局 

（原電明神寮下県道脇） 
福井県 

NaI(Tl) SSE E ENE 

電離箱 2 4 7 

浦底モニタリングステーション 

（県道脇・剣神社西） 
日本原電 

NaI(Tl) SSE E NE 

電離箱 2 4 7 

敦賀市 

色浜 

色ヶ浜モニタリングステーション 

（白山神社） 
日本原電 

NaI(Tl) SSE ESE ENE 

電離箱 3 4 7 

敦賀市 

中央１ 

敦賀観測局 

（県敦賀合同庁舎） 
福井県 

NaI(Tl) SSE SSE SE 

電離箱 13 13 11 

敦賀市 

井川 

東郷観測局 

（旧咸新小学校） 
福井県 

NaI(Tl) SSE SE ESE 

電離箱 13 14 14 

敦賀市 

疋田 

疋田観測局 

（愛発公民館） 
福井県 

NaI(Tl) SSE SE SE 

電離箱 18 19 17 

敦賀市 

縄間 

縄間モニタリングステーション 

（西浦駐在所横） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) S SSE ESE 

電離箱 8 7 6 

敦賀市 

御名 

粟野観測局 

（黒河小学校） 
福井県 

NaI(Tl) S SSE SE 

電離箱 16 15 13 
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観  測  地  区  名 測定器等 発電所からの方位・距離 

市町名 

地区名 

観  測  局  名 

（ 設 置 場 所） 
観測機関 線量率 

敦賀 もんじゅ 美浜 

方位 方位 方位 

距離(km) 距離(km) 距離(km) 

敦賀市 

もんじゅ 

構内 

白木２ 

もんじゅモニタリングポストNo.1 

（北東敷地境界） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) WSW  NNE 

電離箱 3  5 

もんじゅモニタリングポストNo.2 

（東南東敷地境界） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) WSW  NE 

電離箱 3  5 

もんじゅモニタリングポストNo.3 

（南南東敷地境界） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) SW  NE 

電離箱 3  4 

もんじゅモニタリングポストNo.4 

（南西敷地境界） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) WSW  NNE 

電離箱 4  4 

もんじゅモニタリングステーション 

（環境管理棟近傍） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) WSW  NNE 

電離箱 3  5 

敦賀市 

白木１ 

松ヶ崎モニタリングステーション 

（旧松原小学校白木分校跡北） 

原子力 

機構 

NaI(Tl) WSW SW NNE 

電離箱 4 1 4 

白木観測局 

（旧松原小学校 白木分校跡） 
福井県 

NaI(Tl) SW SW NNE 

電離箱 4 1 3 

白木峠観測局 

（旧県道市町境脇） 
福井県 

NaI(Tl) SW SSW NNE 

電離箱 5 2 3 

美浜町 

美浜発電所 

構内 

美浜モニタポストNo.5  

（奥浦公園奥） 
関西電力 

NaI(Tl) SW SSW  

電離箱 7 4  

美浜モニタポストNo.2 

（美浜発電所構内） 
関西電力 

NaI(Tl) SW SSW  

電離箱 7 4  

美浜モニタポストNo.1 

（美浜発電所構内） 
関西電力 

NaI(Tl) SW SSW  

電離箱 7 5  

美浜町 

丹生 

丹生観測局 

（丹生バス停横） 
福井県 

NaI(Tl) SW SSW NE 

電離箱 6 4 1 

美浜モニタポストNo.3 

（丹生診療所） 
関西電力 

NaI(Tl) SW SSW NE 

電離箱 6 3 1 

美浜モニタステーション 

（関電丹生寮敷地内） 
関西電力 

NaI(Tl) SW SSW E 

電離箱 7 4 1 

美浜町 

竹波 

美浜モニタポストNo.4 

（高那弥神社） 
関西電力 

NaI(Tl) SSW S ESE 

電離箱 7 5 2 

竹波観測局 

（竹波区内公園） 
福井県 

NaI(Tl) SSW S SE 

電離箱 8 5 2 

美浜町 

佐田 

佐田モニタポスト 

（美浜東小学校） 
関西電力 

NaI(Tl) SSW S SSE 

電離箱 14 12 8 

美浜町 

菅浜 

菅浜モニタポスト 

（美浜町農業構造改善センター） 
関西電力 

NaI(Tl) SSW S SSE 

電離箱 11 9 5 

美浜町 

坂尻 

坂尻観測局(若狭梅街道坂尻トンネル 

東側出口南側) 
福井県 

NaI(Tl) SSW S S 

電離箱 16 14 9 
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観  測  地  区  名 測定器等 発電所からの方位・距離 

市町名 

地区名 

観  測  局  名 

（ 設 置 場 所） 
観測機関 線量率 

敦賀 もんじゅ 美浜 

方位 方位 方位 

距離(km) 距離(km) 距離(km) 

美浜町 

郷市 

郷市モニタポスト 

（美浜町役場） 
関西電力 

NaI(Tl) SSW SSW S 

電離箱 18 16 11 

美浜町 

新庄 

新庄モニタポスト 

（日吉神社） 
関西電力 

NaI(Tl) SSW S S 

電離箱 21 20 15 

美浜町 

早瀬 

早瀬モニタポスト 

（水無月神社） 
関西電力 

NaI(Tl) SW SSW SSW 

電離箱 18 16 11 

美浜町 

久々子 

久々子観測局 

（美浜町総合体育館） 
福井県 

NaI(Tl) SSW SSW SSW 

電離箱 19 17 12 

美浜町 

日向 

日向モニタポスト 

（日向漁業センター） 
関西電力 

NaI(Tl) SW SSW SSW 

電離箱 19 16 12 

若狭町 

中央 

三方モニタポスト 

（若狭町役場三方庁舎） 
関西電力 

NaI(Tl) SSW SSW SSW 

電離箱 24 22 18 

若狭町 

神子 

神子観測局 

（若狭町みさき漁村体験施設） 
福井県 

NaI(Tl) SW SW SW 

電離箱 22 19 15 

若狭町 

三田 
鳥羽観測局 （鳥羽小学校） 福井県 

NaI(Tl) SSW SSW SSW 

電離箱 31 28 24 

若狭町 

井ノ口 

上中モニタポスト 

（若狭町上中体育館） 
関西電力 

NaI(Tl) SSW SSW SSW 

電離箱 35 33 28 

若狭町 

熊川 
熊川観測局（道の駅若狭熊川宿） 福井県 

NaI(Tl) SSW SSW S 

電離箱 36 34 30 

南越前町 

河野 

河野観測局 

（河野総合事務所駐車場） 
福井県 

NaI(Tl) NNE NE NE 

電離箱 9 12 17 

南越前町 

甲楽城 

甲楽城モニタリングステーション 

（河野小学校前） 
日本原電 

NaI(Tl) NNE NNE NNE 

電離箱 10 12 17 

南越前町 

大良 

大良観測局 

（道の駅河野第２駐車場） 
福井県 

NaI(Tl) NE NE NE 

電離箱 8 11 16 

南越前町 

湯尾 

湯尾観測局 

（南越消防組合南消防署） 
福井県 

NaI(Tl) ENE ENE ENE 

電離箱 17 20 24 

南越前町 

東大道 
南条観測局 （南越前町役場） 福井県 

NaI(Tl) ENE ENE NE 

電離箱 18 22 26 

南越前町 

古木 

古木観測局 

（南越前町ふるさと交流センター） 
福井県 

NaI(Tl) ENE ENE ENE 

電離箱 23 26 30 

南越前町 

今庄 

今庄モニタリングステーション 

（南越前町役場今庄総合事務所前 

国道３６５号線脇） 

日本原電 
NaI(Tl) E E ENE 

電離箱 17 20 23 

南越前町 

宇津尾 

宇津尾観測局 

（広野地区農業集落排水処理施設） 
福井県 

NaI(Tl) E E E 

電離箱 19 21 24 

南越前町 

板取 
板取観測局(今庄365スキー場駐車場) 福井県 

NaI(Tl) ESE E E 

電離箱 12 15 17 
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【資料３－５－１】 原子力災害広報様式 

 

 

 

原 子 力 災 害 広 報 

 

                         № 

      月  日  時  分 

 

                敦賀市災害対策本部長 

 

 

１． 事 故 の 概 要 

 

 

２． （    ）原子力発電所における対策の状況 

 

 

３． 災害の現況及び予測 

 

 

４． 災害対策本部並びに防災関係機関の対策状況 

 

（１）災害対策本部 

 

  （２）その他の防災関係機関 

 

 

５． 住民等のとるべき措置及び注意事項 

 

 

６．その他 
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【資料３－６－１】 防災対策を重点的に実施すべき地区の人口一覧 

 

（令和６年１０月１日現在） 

地区名 世帯数 人口 

人 口 ヨウ素剤対象 

0～ 

5歳 

6～ 

18歳 

19～ 

64歳 

65 歳

～ 

0～ 

2歳 

3～ 

12歳 

13 歳

～ 

金ケ崎町 136 225 2 16 125 82 1 10 214 

港町 160 333 10 29 165 129 3 25 305 

栄新町 149 310 8 33 157 112 5 18 287 

曙町 156 320 9 39 145 127 5 23 292 

天筒町 19 31 0 0 16 15 0 0 31 

桜町 50 107 6 20 53 28 3 10 94 

蓬萊町 168 355 21 30 209 95 12 23 320 

元町 304 647 19 72 288 268 9 44 594 

相生町 247 515 15 48 237 215 6 36 473 

神楽町１丁目 71 158 2 17 85 54 2 4 152 

神楽町２丁目 76 164 7 16 86 55 2 13 149 

角鹿町 124 248 17 17 154 60 12 14 222 

（北地区） 1660 3413 116 337 1720 1240 60 220 3133 

舞崎町 179 336 9 31 208 88 3 21 312 

舞崎町２丁目 416 917 44 121 513 239 26 70 821 

清水町１丁目 477 882 20 80 469 313 8 43 831 

清水町２丁目 283 557 16 75 303 163 6 43 508 

本町１丁目 178 302 6 20 146 130 4 15 283 

本町２丁目 201 349 6 24 158 161 1 16 332 

白銀町 231 432 11 25 241 155 5 17 410 

鉄輪町１丁目 185 326 13 29 179 105 7 21 298 

鉄輪町２丁目 50 114 5 9 54 46 3 10 101 

東洋町 403 697 32 74 439 152 17 57 623 

布田町 185 398 6 32 248 112 4 13 381 

木ノ芽町 27 47 0 4 28 15 0 3 44 

若泉町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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地区名 世帯数 人口 

人 口 ヨウ素剤対象 

0～ 

5歳 

6～ 

18歳 

19～ 

64歳 

65 歳

～ 

0～ 

2歳 

3～ 

12歳 

13 歳

～ 

津内町３丁目 217 403 9 25 207 162 4 18 381 

（南地区） 3032 5760 177 549 3193 1841 88 347 5325 

津内町１丁目 192 357 5 38 155 159 2 24 331 

津内町２丁目 246 421 7 41 221 152 1 21 399 

川崎町 161 278 3 14 118 143 1 4 273 

松栄町 190 359 11 45 159 144 4 29 326 

結城町 208 386 8 30 186 162 3 23 360 

三島町１丁目 325 655 31 47 347 230 17 37 601 

三島町２丁目 337 634 11 64 293 266 4 35 595 

三島町３丁目 208 384 9 40 234 101 6 25 353 

開町 148 284 9 33 130 112 4 23 257 

昭和町１丁目 204 422 28 39 229 126 15 34 373 

昭和町２丁目 323 653 34 88 381 150 19 66 568 

呉竹町１丁目 472 1017 48 117 485 367 19 89 909 

呉竹町２丁目 143 296 9 29 167 91 4 18 274 

中央町１丁目 166 293 9 14 152 118 6 13 274 

中央町２丁目 521 1004 39 97 662 206 18 68 918 

（西地区） 3844 7443 261 736 3919 2527 123 509 6811 

松島町 327 715 16 73 358 268 7 42 666 

松島町２丁目 153 298 7 36 157 98 2 29 267 

鋳物師町 243 483 15 54 257 157 7 41 435 

松原町 351 662 16 52 342 252 8 32 622 

松葉町 533 1040 30 121 526 363 15 76 949 

櫛川 1165 2554 97 342 1491 624 44 213 2297 

原 33 79 0 3 39 37 0 0 79 

沓見 602 1459 63 190 838 368 33 120 1306 

木崎 1104 2386 113 320 1585 368 64 218 2104 

平和町 505 1090 53 101 558 378 20 79 991 

呉羽町 87 108 0 6 102 0 0 1 107 
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地区名 世帯数 人口 

人 口 ヨウ素剤対象 

0～ 

5歳 

6～ 

18歳 

19～ 

64歳 

65 歳

～ 

0～ 

2歳 

3～ 

12歳 

13 歳

～ 

新松島町 319 665 25 84 319 237 13 61 591 

櫛川町２丁目 178 398 7 72 196 123 1 45 352 

（松原地区） 5600 11937 442 1454 6768 3273 214 957 10766 

二村 2 6 0 1 4 1 0 0 6 

名子 19 49 2 8 21 18 2 1 46 

縄間 29 54 1 3 26 24 1 2 51 

常宮 30 63 0 7 23 33 0 4 59 

沓 25 54 1 0 34 19 1 0 53 

手 18 41 0 3 20 18 0 1 40 

色浜 28 66 3 5 32 26 1 5 60 

浦底 24 52 2 1 24 25 0 3 49 

立石 22 44 1 0 15 28 0 1 43 

白木１丁目 23 61 3 10 25 23 2 7 52 

白木２丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

（西浦地区） 220 490 13 38 224 215 7 24 459 

鞠山 26 58 9 6 21 22 4 9 45 

田結 100 222 7 32 99 84 2 24 196 

赤崎 53 110 2 12 36 60 0 5 105 

江良 11 22 1 0 9 12 1 0 21 

五幡 55 124 4 9 46 65 1 7 116 

挙野 9 16 1 1 7 7 1 1 14 

阿曽 72 140 0 7 62 71 0 2 138 

杉津 71 130 4 11 45 70 3 5 122 

横浜 91 175 3 6 61 105 2 2 171 

大比田 95 214 2 12 82 118 1 5 208 

元比田 19 29 0 0 8 21 0 0 29 

（東浦地区） 602 1240 33 96 476 635 15 60 1165 

河原町 9 19 3 0 9 7 1 2 16 

藤ケ丘町 233 477 11 61 221 184 5 41 431 
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地区名 世帯数 人口 

人 口 ヨウ素剤対象 

0～ 

5歳 

6～ 

18歳 

19～ 

64歳 

65 歳

～ 

0～ 

2歳 

3～ 

12歳 

13 歳

～ 

余座 55 134 4 9 61 60 1 8 125 

大蔵 36 81 3 7 38 33 3 5 73 

中 156 288 7 23 145 113 4 14 270 

井川 51 102 5 7 48 42 1 8 93 

高野 43 107 4 15 47 41 1 9 97 

谷  8 18 0 4 8 6 0 1 17 

谷口 22 57 0 10 25 22 0 1 56 

川北 13 33 0 3 15 15 0 2 31 

深山寺 30 64 0 2 30 32 0 1 63 

樫曲 58 135 2 14 61 58 0 9 126 

池河内 4 4 0 0 0 4 0 0 4 

獺河内 23 41 0 2 13 26 0 0 41 

越坂 8 15 0 0 5 10 0 0 15 

田尻 12 21 0 0 4 17 0 0 21 

葉原 53 104 0 5 41 58 0 2 102 

新保 26 53 0 1 18 34 0 1 52 

泉ケ丘町 195 371 12 35 187 137 3 27 341 

（東郷地区） 1035 2124 51 198 976 899 19 131 1974 

長沢 488 980 24 96 580 280 11 62 907 

岡山町１丁目 61 125 6 17 57 45 0 19 106 

岡山町２丁目 333 670 34 89 375 172 17 69 584 

古田刈 911 2180 125 311 1323 421 63 246 1871 

堂  298 721 60 94 437 130 26 82 613 

山泉 799 1805 73 217 1056 459 33 131 1641 

道口 56 127 5 17 57 48 2 13 112 

坂下 53 113 3 3 58 49 2 2 109 

吉河 47 106 1 9 57 39 1 2 103 

鳩原 21 34 0 1 11 22 0 0 34 

小河口 29 69 1 7 26 35 1 6 62 
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地区名 世帯数 人口 

人 口 ヨウ素剤対象 

0～ 

5歳 

6～ 

18歳 

19～ 

64歳 

65 歳

～ 

0～ 

2歳 

3～ 

12歳 

13 歳

～ 

小河 26 54 0 0 23 31 0 0 54 

衣掛町 116 245 6 15 138 86 4 8 233 

（中郷地区） 3238 7229 338 876 4198 1817 160 640 6429 

市橋 26 47 0 7 20 20 0 4 43 

疋田 133 250 3 15 96 136 2 5 243 

追分 17 41 0 0 16 25 0 0 41 

深坂 2 3 0 0 2 1 0 0 3 

駄口 7 10 0 0 4 6 0 0 10 

奥野 16 26 0 0 6 20 0 0 26 

曽々木 22 43 0 1 9 33 0 0 43 

麻生口 5 7 0 0 3 4 0 0 7 

奥麻生 8 12 0 0 0 12 0 0 12 

新道 14 31 3 0 6 22 1 2 28 

刀根 34 56 0 3 18 35 0 0 56 

杉箸 32 54 0 3 7 44 0 1 53 

（愛発地区） 316 580 6 29 187 358 3 12 565 

野神 811 1861 112 289 1061 399 53 218 1590 

新和町１丁目 273 434 14 27 224 169 8 21 405 

新和町２丁目 300 653 29 78 304 242 11 60 582 

和久野 711 1513 56 179 917 361 22 130 1361 

市野々町１丁目 180 412 26 53 218 115 10 43 359 

市野々町２丁目 536 1240 46 167 646 381 19 106 1115 

若葉町１丁目 206 488 18 68 237 165 6 53 429 

若葉町２丁目 273 584 35 51 286 212 19 43 522 

若葉町３丁目 230 506 26 59 256 165 17 42 447 

櫛林 515 1171 32 147 607 385 16 93 1062 

莇生野 439 1101 61 174 569 297 23 130 948 

沢 247 532 20 70 265 177 13 36 483 

桜ケ丘町 225 350 12 34 201 103 4 27 319 
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地区名 世帯数 人口 

人 口 ヨウ素剤対象 

0～ 

5歳 

6～ 

18歳 

19～ 

64歳 

65 歳

～ 

0～ 

2歳 

3～ 

12歳 

13 歳

～ 

金山 478 1056 44 131 577 304 23 89 944 

関 87 195 3 15 89 88 2 8 185 

野坂 582 1352 62 184 690 416 29 132 1191 

ひばりケ丘町 661 1410 47 184 811 368 11 124 1275 

萩野町 645 1426 51 183 766 426 18 138 1270 

長谷 198 468 19 75 225 149 5 50 413 

砂流 197 498 15 75 321 87 4 52 442 

御名 226 600 29 103 350 118 21 61 518 

公文名 1436 3636 207 596 2240 593 100 406 3130 

山 188 440 20 58 230 132 8 45 387 

みどりケ丘町 90 187 1 21 100 65 0 9 178 

（粟野地区） 9734 22113 985 3021 12190 5917 442 2116 19555 

白梅学園 3 35 3 31 1 0 1 16 18 

合 計 29284 62364 2425 7365 33852 18722 1132 5032 56200 
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【資料３－６－２】 ＰＡＺ圏内における避難車両が必要な人数及び車両数 
（平成３０年２月現在） 

 

○ＰＡＺ避難時に車両が必要な人 

 平日昼間の滞在先 平日夜間、土日・祝日 

 ＰＡＺ圏内 ＵＰＺ圏内（学校等） ＰＡＺ圏内 

 避難車両 

必要人数 

左のうち 

福祉車両 

必要人数 

避難車両 

必要人数 

左のうち 

福祉車両 

必要人数 

避難車両 

必要人数 

左のうち 

福祉車両 

必要人数 

手 ４人 １人 ０人  ４人 １人 

色浜 ０人  ０人  ０人  

浦底 ２人 １人 ０人  １人 １人 

立石 ３人 １人 ０人  ５人 １人 

白木 １人 ０人 ４人 ０人 ２人 ２人 

合計 １０人 ３人 ４人 ０人 １２人 ５人 

 

 

○ＰＡＺ避難時に手配が必要な車両数 

 【平日昼間】 

・普通車両：ＰＡＺ用２台：小型バス（手、浦底、立石で６人） 

            ：自家用車（白木で１人） 

ＵＰＺ用１台：ワゴン車（白木で４人） 

・福祉車両：ＰＡＺ用車椅子搭載型３台（手、浦底、立石で各１人ずつ） 

 

 【平日夜間、土日・祝日】 

・普通車両：１台：小型バス（手、立石で７人） 

・福祉車両：車椅子搭載型５台（手、浦底、立石、白木で計５人） 
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【資料３－６－３】 集落別避難先一覧 
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